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背景と動き

• H23.1.13 岩手県交通 → 北上市
日香下バスの廃止について説明

• H23.3.11 東日本大震災
• H23.5.19 北上市 → 相去地区自治協議会

バス路線一部廃止の説明
• H23.6.15 相去地区自治協議会

保健福祉委員会にて対応を協議
• H23.7.21 特別委員会を設置し代替手段を検討
• H23.10.1 試験運行開始
• H24.10.1 本運行開始

約4ケ月間で試験運行を開始



日香下バス路線の廃止

相去地区

赤い路線部分が廃止（路線短縮）



• H23.7.21 第１回日香下バス代替交通

検討特別委員会を開催

• H23.7.31 相去５区と６区で地域説明会を実施

• H23.8. 5 第２回特別委員会を開催

予約型乗合タクシーへ方向決定

• H23.8.10 北上地区タクシー組合へ依頼書提出

• H23.8.12 岩手運輸支局及び

岩手県交通本社との事前協議

• H23.8.22 第３回特別委員会を開催

運行の概要がほぼ決定

• H23.8.30 北上市公共交通会議 → 翌日申請

検討の経緯



運行区域と経路



運行時間

１便［ ８：３０発］
２便［１１：００発］

３便［１２：３０発］
４便［１５：００発］

この
１時間前まで
に予約

帰りは
３０分前まで
に予約



運行料金

７００円

６００円

５００円



利用申込

予約により自宅前に迎えに行く
（ただし、８時半発と１１時発）

平日のみ毎日

予約が無い便は運行しない

帰りは市内の５ケ所の
停留所のみから乗れる

現在は９ケ所



まとめ

• 短期間で試験運行まで実施できた理由
①地域住民の危機感
②自治協議会と区長の迅速な対応
③タクシー会社との連携

• 試験運行中に、特に高齢者からの意見を取り入
れ本運行へ反映

• 現在も随時、意見等の収集中
→消費税増税に合わせて、

料金、運行時間、停留所などを見直す予定


